
用語集

用語 意味

Ｅ （eLTAX）エルタックス
地方税ポータルシステムの呼称。地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム。eLTAXは、electronic（電
子）、Local（地方）、TAX（税）からなる造語。

Ｅ （eLTAX）国税連携システム
国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、平成23年1月から運用されている一般社団法人地方税電子化協議会が構
築したシステム。

Ｅ （eLTAX）審査システム
・地方税ポータルシステム（eLTAX）は、納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の高度化及び効率化に寄与するため、一般
社団法人地方税電子化協議会が構築したシステムであり、平成17年１月から運用が開始されたシステムである。

Ｅ （e-TAX）イータックス 国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステム。

Ｉ ＩＣカード
カード状のケース内にメモリや演算装置を埋め込んだもの。データの読み書きができ、磁気カードに比べて記憶できる情報量が100倍
以上ある。偽造が困難で磁気の影響を受けないため、保安面でも優れている。

Ｉ ＩＤ Ｉdentificationの総称、利用者を識別し、特定するための符号。「ﾕｰｻﾞＩＤ」等といった形で使われることが多い。

Ｉ ＩＴリテラシー
ITを使いこなす能力のこと。（インターネットなどをうまく利用する能力、様々なアプリケーションソフトを使いこなし効率的に業務を行う能
力など、コンピュータに関して広い意味での利用能力）

Ｎ NISC政府機関統一基準群
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）による「政府機関における情報セキュリティ対策のための統一基準群」のこと。政府機関全
体の統一的な枠組みを構築し、それぞれの府省庁の情報セキュリティ水準の斉一的な引き上げを図ることを目的として策定したもの。

Ｏ OS（オーエス） Operating Systemの省略。コンピュータ全体を管理する基本的なソフトウェア。

Ｖ VPN（ブイピーエヌ）
バーチャルプライベートネットワーク(Virtual Private Network)の略。公衆回線を使用してネットワークを利用する際、様々な利用者の情
報が流れるため、ＶＰＮの技術により仮想的に専用回線を作り、自社ネットワーク内部の通信のように遠隔地との通信が行える技術。

あ アクセスログ 情報システムの利用（アクセス）状況を記録したもの。

あ 安全管理措置
個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者が、個人番号（死者のものも含む。）及び特定個人情報の漏えい、滅失又は
毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために講ずる措置のこと。

い 一意性 意味や値が一つに確定していること。

い インポートデータ データベースから見て、他から入力されるデータのこと。

え エクスポートデータ データベースから見て、他へ出力するデータのこと。

か 回送 送られてきた郵便物などを他の場所へ送ること。
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用語 意味

か 課税 税金を割り当てること。また、その税金のこと。

か 課税客体 課税の対象とされる物や行為、または事実のこと。

か 換価 物品の価値を金額に見積もること。

か 監査証跡 情報システムの処理の内容やプロセスを、システム監査人が追跡するために時系列に沿って保存された記録のこと。

き 機密性 正当な権限を持った者だけが情報に触れることができる状態のこと。

き 共通基盤 ある特定の範囲や組織内において、一元的に統合された、様々な情報システムを共通して利用することが可能な仕組みのこと。

こ 個人番号
赤ちゃんからお年寄りまで一人ひとりに指定された12桁の番号のこと。日本に住民票がある人（外国人も含む）全員が持っている。法令
上では「個人番号」といい、「マイナンバー」は通称。

こ 個人番号カード
マイナンバー制度において、本人確認などに使用されるICチップが搭載されたプラスチック製の識別カード。このICチップには、所得情
報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。

さ サーバ クライアント（利用者）からの要求に対して何らかのサービスを提供するコンピュータのこと。

し しきい値
特定個人情報保護評価のレベル（全項目評価、重点項目評価など）を判断する際に用いる判断項目のこと。
＜しきい値判断項目＞　①事務の対象人数　②特定個人情報ファイルの取扱者数　③特定個人情報に関する重大事故の有無

じ 住民基本台帳ネットワーク
住民基本台帳の本人確認情報（4情報:氏名・住所・生年月日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報）により全国共通の本人確認
を可能とする地方公共団体のネットワークのこと。

し 消除 消し去ること。除去。

じ 情報セキュリティーポリシー 組織全体の情報セキュリティに関する基本方針等のこと。

じ 情報提供ネットワークシステム
総務省が所管するシステムで、個人番号を利用して他自治体同士の業務システムの情報をやり取りするためのネットワークによる情報
システムのこと。また、

し 職権 その職務に基づく正当なものとして、一定の行為をなす権限や権能。特に、公の機関や公務員に与えられたものをいう。

し 真正性 ほんものであること（さま）。正真正銘。

せ 生体認証 ひとりひとりが異なる人間の身体的特徴を利用する認証技術全般のこと。

2

資
料
６



用語 意味

ぜ 税務調査 納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査のこと。

せ セキュリティパッチ
コンピュータで使用しているソフトウェアであるオペーレーティングシステム(OS）やミドルウェアは、セキュリティ的に脆弱な部分が発見さ
れることがある。ソフトウェアメーカーが、その対策として配布する、脆弱な部分を埋め合わせるソフトウェアのこと。

せ センシティブ 取扱いに注意を要するさま。

そ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＭ） エルジーワン。地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続する行政専用ネットワークのこと。

だ 団体内統合宛名番号
地方公共団体で保有しているシステムの中で、個人や法人を識別するために付番されている番号のこと。地方公共団体内のみで用い
られている番号であり、個人番号とは別のもの。

た 担保 保証すること。

ち 中間サーバ 情報連携の対象となる個人情報の副本を保存・管理するものであり、各地方公共団体等で設置する必要があるシステムのこと。

つ 通知カード
日本に住民票がある人全員に送られる緑色の紙製のカードでマイナンバーを通知するもの。マイナンバー制度がスタートした際にJ-
LISから郵送され、以降は出生や国外からの転入等により、新たに住民登録された方にJ-LISから郵送される。なお、通知カードはマイ
ナンバーの確認には使用できるが、一般的な本人確認書類としては使用できない。

で データパンチ 帳票などから必要項目を電子データとして入力する作業のこと。

で データベース
特定の範囲の大量の情報を蓄積、管理、利用するための仕組み、またそのためのソフトウェアのこと。略称として”ＤＢ（ディービー）”と
呼ばれることもある。

て テーブル
ITの分野ではデータなどの要素を縦横に格子状に配置したもののこと。
垂直方向の集合は列あるいはフィールドなどと呼ばれ、水平方向の集合は行あるいはレコードなどと呼ばれる。

と 特定個人情報
マイナンバーを含む個人情報のこと。 個人情報とは違い、利用する目的は税・社会保障・災害対策の範囲に限られており、法律で定め
られている保存期間を過ぎたら、できるだけ早く削除しなくてはいけないなどのルールが定められている。

と 突合 突き合わせて調べること。

な 名寄せ 人・物・名所などの名を寄せ集めること。

に 二重課税 同一の納税者や同一の取引・事実に対して、同じ種類の租税が重複して課税されること。

に 認証
正当性を検証する作業。例えば、ユーザ名とパスワードの組み合わせを使って、コンピュータを利用しようとしている人にその権利があ
るかどうかや、その人が名乗っている本人かどうかなどを確認すること。

ぱ パターンファイル
既知のコンピュータウイルスに特有・固有のデータ出現パターンを登録したデータファイル。アンチウイルスソフト（ワクチンソフト、ウイ
ルス対策ソフト）がコンピュータに保存されたファイルからウイルスを検出するのに使用する。
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ば バッチ処理
一定期間（もしくは一定量）データを集め、まとめて一括処理を行う処理方式。または、複数の手順からなる処理において、あらかじめ
一連の手順を登録しておき、自動的に連続処理を行う処理方式。

は 犯則事件 租税犯に関する事件、個々の租税の賦課，徴収および納付に直接関連する犯罪のこと。

ふ 賦課
税金や労働などを割り当てて負担させること。所得税のような申告のみに基づいて決定する「申告課税」に対して、個人住民税のような
申告や資料等の調査に基づいて行政庁の処分として決定する「賦課課税」がある。

ひ 復号 暗号化やデータ圧縮などがされたデータから、元のデータを復元すること。

ふ 副本
情報提供を行う目的で、中間サーバーに保存されている特定個人情報のこと。中間サーバー上には個人を識別可能な情報を保存しな
いため、個人番号は含まない。

ふ 符号 情報提供ネットワークシステムでの特定個人情報の照会・提供の際に用いる個人の識別子のこと。

ぷ プライバシーマーク
個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者に対し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) により使用を認め
られる登録商標（サービスマーク）の事。Pマークと略して呼ばれることもある。

ぷ プラットフォーム
あるハードウェアやソフトウェアを動作させるために必要な、基盤となるハードウェアやＯＳ、ミドルウェア等のこと。また、それらの組み
合わせや設定、環境等の総称。

ま マイナンバー 「こ ： 個人番号」を参照。

み ミドルウェア アプリケーションを構成するソフトウェアの一つで、例えばデータベース製品等のこと。
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